
②会社のルール 就業規則について
　就業規則とは、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や、職場での決まりごと（職
場規律）などについて会社が文書で定めたもので、会社において最も基本となる「働
くことのルールブック」です。
●就業規則は、会社単位ではなく、工場や事務所、店舗などの事業場ごとに作成す

ることが義務づけられています。（常時10人以上の労働者を使用する事業場に限
る。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　【労働基準法第89条】

●就業規則の作成にあたって、会社側は労働者の過半数を代表する者等の意見を聴く
ことが求められています。　　　　　　　　　　　　　　　 【労働基準法第90条】

●就業規則は、書面の交付や常時各作業場内の見やすいところへ掲示又は備え付ける
など、労働者に周知しなくてはいけません。　　　　　　【労働基準法第106条１項】

●就業規則は、いつでも見ることができ、その会社に働く人なら誰でも知る権利があ
ります。

●細かい労働条件等は、この就業規則で定められていますので、自分の会社の就業規
則がどのような内容になっているかは、ぜひ知っておく必要があります。

【就業規則に必ず記載すべき事項】
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関すること
② 賃金の決定方法、計算方法、支払い方法に関すること
③ 賃金の締切り及び支払いの時期に関すること
④ 昇給に関すること
⑤ 退職に関すること（解雇の事由を含む。）

就 業 規 則

就業規則
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●賃　金
　賃金とは、給料・手当・賞与など名称に関係なく、「働いた
ことの対価として使用者から労働者に支払われるすべてのも
の」をいいます。
賃金の支払いに関しては、「賃金支払いの５原則」と呼ばれ

る規定が設けられています。
【労働基準法第24条】

施行日

大企業 中小企業

○残業時間の上限規制 2019年４月1日 2020年４月1日

○勤務間インターバル制度 2019年４月1日

○１人１年あたり５日間の年次有給休暇の確実な取得 2019年４月1日

○月60時間を超える残業の割増賃金率の引き上げ 2010年４月１日 2023年４月1日

○フレックスタイム制の制度の拡充 2019年４月1日

○高度プロフェッショナル制度の新設 2019年４月1日

○産業医・産業保健機能の整備 2019年４月1日

○正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な
待遇差の禁止 2020年４月1日 2021年４月１日

１．通貨払いの原則（現金で）※例外：本人の申出又は同意により口座振込が可能
２．直接払いの原則（本人に）
３．全額支払の原則（全額を）※例外：税金・社会保険料などの源泉徴収、賃金控除協

定による控除等
４．毎月払いの原則（毎月１回以上）
５．一定期日払いの原則（一定の期日に）

賃金支払いの５原則
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①労働条件について
●働き方改革
　働く人が個々の事情に応じ、多様な働き方を選択でき
る社会を実現することで、一人ひとりがより良い将来の
展望を持てるようにすることを目指して「働き方改革を
推進するための関係法律の整備に関する法律」（「働き方
改革関連法」）が施行されました。安心して働くために安心して働くために

ステップ2



」度制金賃低最「 
　パートやアルバイトで働いている人も含
めてすべての労働者を対象に、最低限支払
わなければならない賃金の額が最低賃金法
に基づき定められています。

●最低賃金には、都道府県ごとに定められ
ている地域別最低賃金と、特定地域内の
特定の産業について定める特定最低賃金（産業別）があります。島根県では、6業
種について特定最低賃金（産業別）が定められています。

●毎年、最低賃金審議会が開かれ、改定の審議が行われます。
＊最低賃金には、結婚手当など臨時的に支払われる賃金、時間外手当、休日手当、深
夜手当、賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等の手当は含みません。

最低賃金に関するお問い合わせ先は
島根労働局賃金室（☎0852-31-1158）又は最寄りの労働基準監督署（Ｐ.44）

●労働時間　
　労働時間とは、仕事のはじまり（始業）から終わり（終業）までの時間から休憩時
間を除いた時間です。（始業から終業までの時間を拘束時間といいます。）
　労働基準法では、労働時間について、１週間で40時間、１日あたりでは８時間を
超えてはならないと定めており、これを「法定労働時間」といいます。
※一定期間の変形労働時間制もあり、すべてがこの通りではありません。
※小売業などの一定の業種で常時10人未満の事業場では、１週間で44時間が特例措
置として認められています。

休憩時間にはどんな決まりがあるの？
労働基準法により右記の時間が労
働時間の途中に原則一斉に与えら
れることが定められています。
【労働基準法第34条】

（例）一般的な会社の１日の労働時間、休憩の図

拘束時間（始業から終業までの全時間）

始業 終業

所定労働時間（3時間） 所定労働時間（5時間）休憩

島根県の地域別最低賃金
857円

令和4年10月5日から

１日の労働時間 １日あたりの休憩時間

６時間を超える場合 ４５分以上

８時間を超える場合 ６０分以上
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9:00 12:00 13:00 18:00

「勤務間インターバル制度」
　「勤務間インターバル制度」とは、１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一
定時間以上の休息期間（インターバル）を確保する仕組みです。この仕組みは、働く
人の十分な生活時間や睡眠時間を確保するためのもので、企業の努力義務となりま
す。

●時間外労働・休日労働・深夜労働
時間外労働や休日労働をさせるためには、使用者は労働者代表と労使協定（３

サブロク

6協
定）を締結して労働基準監督署へ届出することが必要です。

（３6 協定とは、正式に「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働
基準法第３6 条により義務づけられていることから一般的に３6 協定という名
称で呼ばれています）

　時間外労働の上限は、締結した３6 協定で決められた時間が
上限になります。法律上の上限は、月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできません。（月45時間は、１日当たり２時間程度の
残業に相当します。）
臨時的な特別の事情があっても、年720時間、複数月平均80時間（※１）、単月100

時間（※２）を超えることはできません。

（※１、2）いずれも時間外労働と休日労働を合計した時間数

時間外労働
１日８時間又は週40時間を超えて働くこと。
休 日 労 働
１週間につき１日、もしくは４週間に４日と決め

られている法定休日に働くこと。
深 夜 労 働
午後10時から午前５時までの間に働くこと。

●割増賃金
時間外労働（残業）や休日出勤、深夜労働した場合それぞれに割増賃金が支払われ

ます。 【労働基準法第37条】

３６協定

種　　別 割増賃金率

時間外労働
１ヶ月60時間までの場合 25％以上（※３）
１ヶ月60時間を超える場合 50％以上（※４）

深夜労働 25％以上
休日労働 35％以上
時間外労働＋深夜労働 50％以上
休日労働＋深夜労働 60％以上
（※３）月45時間を超え60時間以下の場合には25％を超える率とするよう努力義務が定められています。
（※４）中小企業については2023年４月１日から適用されます。

時間外労働
25％以上

深夜労働
25％以上

50％
以上

60％
以上

休日労働
35％以上
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（ただし、建設事業、自動車運転の業務及び
医師等については、2024年3月31日まで適用が猶予されています。）

働き方改革

働き方改革
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（ただし、建設事業、自動車運転の業務及び
医師等については、2024年3月31日まで適用が猶予されています。）

働き方改革

働き方改革



●休日
　労働基準法では、毎週少なくとも１日または４週間に４日以上の休日を与えること
が義務づけられています。　　　　　　　　　　　　　　　　　【労働基準法第35条】
　ただし、何曜日を休日にするかは、それぞれの会社（事業場）で自由に決めること
ができます。（会社（事業場）によっては、土曜日や日曜日が休日にならないことも
あります。）
●年次有給休暇
　年次有給休暇は、会社（使用者）から賃金が支払われる休暇日のことです。原則と
して労働者が希望する日に取ることができますが、例外的に、事業の正常な運営を妨
げる場合には、使用者は他の時季に与えることができます。

 皆さんは、何日間、休みを取ることができるのでしょうか ？　

　労働基準法では、最初に雇用されてから6か月間継続勤務し、その間、すべての労
働日の８割以上出勤すれば、原則として年次有給休暇を10日取得することができます。
　さらにその後も働き続け、勤続年数が増え、かつ所定労働日数の８割以上の出勤を
満たせば、表１の日数が与えられます。　　　　　　　　　　　【労働基準法第39条】
　また、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対
して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、「労働者自らの請求」、「計画年
休」及び「会社（使用者）による時季指定」のいずれかの方法で１年以内に確実に取
得させることが必要です。働き方改革

表１ 一般の労働者の年次有給休暇日数

勤続年数 6か月 1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月以上

年次有給休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
年次有給休暇は、いきいきと働き続けるために、労働者に認められた大切な権利です。
　パートタイム労働者（アルバイトも含みます）の方も、所定労働日数に応じて、下記
表２のとおり年次有給休暇が与えられます。

表２ パートタイム労働者（週所定労働日数４日以下、週所定労働時間30時間未満）の年次有給休暇日数

週所定労
働日数

年間所定
労働日数

勤　続　年　数

6か月 1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月以上

４日 169～216日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日
３日 121～168日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日
２日 73～120日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日
１日 48～72日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

※１週間の所定労働時間が30時間以上又は所定労働日数が 5日（年間217日）以上
のパートタイム労働者は、表１の日数が適用されます。
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●安全衛生教育・健康診断・ストレスチェック制度・メンタルヘルス
 安全衛生教育
　会社（使用者）は、労働者を雇い入れたとき、また
は、作業内容を変更したとき等には、労働者が従事す
る業務に関する安全衛生のための教育を行わなければ
なりません。
　危険・有害な業務については、作業に応じた服装や
保護具の着用が必要になるほか、知識や技能を身につ
ける講習や試験に合格しないと業務に就けない就業制
限があります。

 健  康  診  断
　会社（使用者）は、労働者に対し、雇い入れの際及び毎年１回（有害な業務や深夜
業務等に従事する労働者については、その業務への配置替えの際及び6か月以内ごと
に１回）、定期的に健康診断を実施しなければなりません。

 ストレスチェック制度
　ストレスチェックとは、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単
な検査です。常時50人以上の労働者を使用する会社（使用者）は、労働者に対し毎
年１回、定期的に医師・保健師などによるストレス
チェックを実施しなければなりません。

 メンタルヘルス
　メンタルヘルスとは、直訳すると「心の健康」を意
味し、人間関係や過度の業務負担によるストレスなど
が原因でこれが低下すると無意識のうちに自分自身を
コントロールできなくなり、様々な心身の不調をおこ
します。そうならないようにする為にもストレスチェック等を活用し自分の状態を客
観的に見ることが大切です。また親しい同僚や先輩などに相談してみるのもよいで
しょう。日頃から健康な心づくり、また初期段階でメンタルヘルスケアをすることが
最も大切な健康を保つ秘訣なのです。会社（使用者）は組織的・計画的にメンタルヘ
ルス対策を行い、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて未然防
止、早期発見、適切な処置、不調者の職場復帰支援を円滑に行う必要があります。
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●休日
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　また、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対
して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、「労働者自らの請求」、「計画年
休」及び「会社（使用者）による時季指定」のいずれかの方法で１年以内に確実に取
得させることが必要です。働き方改革

表１ 一般の労働者の年次有給休暇日数

勤続年数 6か月 1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月以上

年次有給休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
年次有給休暇は、いきいきと働き続けるために、労働者に認められた大切な権利です。
　パートタイム労働者（アルバイトも含みます）の方も、所定労働日数に応じて、下記
表２のとおり年次有給休暇が与えられます。

表２ パートタイム労働者（週所定労働日数４日以下、週所定労働時間30時間未満）の年次有給休暇日数

週所定労
働日数

年間所定
労働日数

勤　続　年　数

6か月 1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月以上

４日 169～216日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日
３日 121～168日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日
２日 73～120日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日
１日 48～72日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

※１週間の所定労働時間が30時間以上又は所定労働日数が 5日（年間217日）以上
のパートタイム労働者は、表１の日数が適用されます。
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●安全衛生教育・健康診断・ストレスチェック制度・メンタルヘルス
 安全衛生教育
　会社（使用者）は、労働者を雇い入れたとき、また
は、作業内容を変更したとき等には、労働者が従事す
る業務に関する安全衛生のための教育を行わなければ
なりません。
　危険・有害な業務については、作業に応じた服装や
保護具の着用が必要になるほか、知識や技能を身につ
ける講習や試験に合格しないと業務に就けない就業制
限があります。

 健  康  診  断
　会社（使用者）は、労働者に対し、雇い入れの際及び毎年１回（有害な業務や深夜
業務等に従事する労働者については、その業務への配置替えの際及び6か月以内ごと
に１回）、定期的に健康診断を実施しなければなりません。

 ストレスチェック制度
　ストレスチェックとは、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単
な検査です。常時50人以上の労働者を使用する会社（使用者）は、労働者に対し毎
年１回、定期的に医師・保健師などによるストレス
チェックを実施しなければなりません。

 メンタルヘルス
　メンタルヘルスとは、直訳すると「心の健康」を意
味し、人間関係や過度の業務負担によるストレスなど
が原因でこれが低下すると無意識のうちに自分自身を
コントロールできなくなり、様々な心身の不調をおこ
します。そうならないようにする為にもストレスチェック等を活用し自分の状態を客
観的に見ることが大切です。また親しい同僚や先輩などに相談してみるのもよいで
しょう。日頃から健康な心づくり、また初期段階でメンタルヘルスケアをすることが
最も大切な健康を保つ秘訣なのです。会社（使用者）は組織的・計画的にメンタルヘ
ルス対策を行い、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて未然防
止、早期発見、適切な処置、不調者の職場復帰支援を円滑に行う必要があります。
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②社会保険制度・税金について
　　次は、みなさんが会社から支払われる賃金（給料）明細書について説明します。
　ここにも知っておいてほしいポイントがいくつかあります。
　よく確認しておきましょう。
　
　　賃金（給料）明細書は、一般に次のような内容が記載されています。
　（大きさやレイアウトなどは、会社により異なります。）

支 給 額 法 定 控 除 額

基本給 健康保険料

勤務地手当 厚生年金保険料

役職手当 雇用保険料

家族手当 所得税

住居手当 住民税

通勤手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

支給額計 (Ａ) 控除額計 (Ｂ)

差引支給額　　￥　　　　　　　　　　　　(Ａ)―(Ｂ)

　賃金（給与）明細書〔例〕

令和　　　年　　月分　　　○○○課　　氏名　　　　　　　　　

（※１）この部分は、会社によって内容は異なります。
（※２）この部分は、会社によって特定保険料、基本保険料に区分されている場合があります。

（※2）

△△株式会社

（※１）
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（※）介護保険…介護が必要な人に対する介護サービスを給付する制度。40歳以上が被保険者となるため39歳
までは保険料の支払い義務はありません。

　通常、毎月の賃金（給料）からは、
　社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料）と税金（所得税、住民税）
が一定額ずつ差し引かれて、事業場を通じてそれぞれ納められます。
　これらは≪法

ほう
定
てい
控
こう
除
じょ
額
がく
≫と呼ばれています。

働いて得た賃金から税金を納めることは社会人としての大切な義務であり、ま
た、社会保険制度へ加入することは、これから安心して暮らしていくための大切
な支えを得ることです。

　
●社会保険制度
　社会保険制度とは、国民が生活するうえでの事故等に備えて、事前に強制加入の保険
に入ることによって、事故等が起こったときに生活を保障する相互扶助のしくみです。
　社会保険には、「医療保険」（健康保険、国民健康保険等）、「年金保険」（厚生年金、
国民年金等）、「介護保険」、「雇用保険」及び「労働者災害補償保険」（労災保険）の
５種類があります。

《社会保険制度の種類》会社（事業所）で働いている人の場合

区 分
社会保険（狭義） 労働保険

健康保険
※介護保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険

給付内容
業務外の病気、
ケガ、死亡、
出産

老齢、障害、
死亡

失業、雇用継続 業務上又は通勤
途上におけるケ
ガや病気

給付種類

療養の給付
傷病手当金
埋葬料
出産育児一時金
高額療養費
など

老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
など

求職者給付
育児休業給付
介護休業給付
高年齢雇用継続給付
教育訓練給付
など

療養（補償）給付
休業（補償）給付
障害（補償）給付
など

保 険 料
負 担 事業主（会社）と被保険者（労働者） 事業主（会社）

のみ

取扱窓口 全国健康保険協会
・健康保険組合 年金事務所 公共職業安定所

(ハローワーク) 労働基準監督署

管轄官庁 厚生労働省・日本年金機構 厚生労働省
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②社会保険制度・税金について
　　次は、みなさんが会社から支払われる賃金（給料）明細書について説明します。
　ここにも知っておいてほしいポイントがいくつかあります。
　よく確認しておきましょう。
　
　　賃金（給料）明細書は、一般に次のような内容が記載されています。
　（大きさやレイアウトなどは、会社により異なります。）

支 給 額 法 定 控 除 額

基本給 健康保険料

勤務地手当 厚生年金保険料

役職手当 雇用保険料

家族手当 所得税

住居手当 住民税
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支給額計 (Ａ) 控除額計 (Ｂ)

差引支給額　　￥　　　　　　　　　　　　(Ａ)―(Ｂ)

　賃金（給与）明細書〔例〕

令和　　　年　　月分　　　○○○課　　氏名　　　　　　　　　

（※１）この部分は、会社によって内容は異なります。
（※２）この部分は、会社によって特定保険料、基本保険料に区分されている場合があります。

（※2）

△△株式会社

（※１）
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までは保険料の支払い義務はありません。

　通常、毎月の賃金（給料）からは、
　社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料）と税金（所得税、住民税）
が一定額ずつ差し引かれて、事業場を通じてそれぞれ納められます。
　これらは≪法

ほう
定
てい
控
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≫と呼ばれています。

働いて得た賃金から税金を納めることは社会人としての大切な義務であり、ま
た、社会保険制度へ加入することは、これから安心して暮らしていくための大切
な支えを得ることです。

　
●社会保険制度
　社会保険制度とは、国民が生活するうえでの事故等に備えて、事前に強制加入の保険
に入ることによって、事故等が起こったときに生活を保障する相互扶助のしくみです。
　社会保険には、「医療保険」（健康保険、国民健康保険等）、「年金保険」（厚生年金、
国民年金等）、「介護保険」、「雇用保険」及び「労働者災害補償保険」（労災保険）の
５種類があります。

《社会保険制度の種類》会社（事業所）で働いている人の場合

区 分
社会保険（狭義） 労働保険

健康保険
※介護保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険

給付内容
業務外の病気、
ケガ、死亡、
出産

老齢、障害、
死亡

失業、雇用継続 業務上又は通勤
途上におけるケ
ガや病気

給付種類

療養の給付
傷病手当金
埋葬料
出産育児一時金
高額療養費
など

老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
など

求職者給付
育児休業給付
介護休業給付
高年齢雇用継続給付
教育訓練給付
など

療養（補償）給付
休業（補償）給付
障害（補償）給付
など

保 険 料
負 担 事業主（会社）と被保険者（労働者） 事業主（会社）

のみ

取扱窓口 全国健康保険協会
・健康保険組合 年金事務所 公共職業安定所

(ハローワーク) 労働基準監督署

管轄官庁 厚生労働省・日本年金機構 厚生労働省
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公的年金制度のしくみ
　①20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金（基礎年金）と②会社
員や公務員等が加入する厚生年金によるいわゆる「２階建て」とよばれる構造に
なっています。また希望する者は「３階部分」　③iDeCo等の私的年金に任意で
加入し、さらに上乗せの給付を受けることができます。

※大学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付
特例制度」が設けられています。

≪国民年金≫
＊第１号被保険者…日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業・漁業・商業

等の自営業の人及び学生、フリーター、無職の人等
＊第２号被保険者…厚生年金の加入者（会社員、公務員等）
＊第３号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

で年間収入が130万円未満の人

●年金制度の体系図

年金制度に関するお問い合わせ先は
最寄りの年金事務所（P.50）
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国民年金（基礎年金）

厚生年金国民年金基金

iDeCo（個人型確定拠出年金）

退職等年金給付

・確定給付企業年金

・厚生年金基金

確定拠出年金
（企業型）

３階

１階

２階

自営業者等

（第１号被保険者）

会社員

（第２号被保険者）

公務員

（第２号被保険者）

第2号被保険者の
被扶養配偶者

（第３号被保険者）

イデコ

●税金（所得税、住民税）
　税金は、国や地方公共団体が様々な行政サービスを行うための費用であり、納税は
国民の義務とされています。　
　納税の義務…「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

【日本国憲法第30条】

 ①所得税
　所得税とは国に納める税金の一つです。　
　１年間（１月１日から12月31日）に得た個人の所得（賃金等）に対してかかる税
金であり、会社等から賃金の支払いを受ける労働者（サラリーマン）の所得税は、毎
月の賃金やボーナスから引かれることとなっています。このことを「源泉徴収」と呼
んでいます。
　毎月、「給料引き」（「天引き」ともいいます）される税金の額はあくまで見込額
であり、その年の給料の総額が確定する12月の最後の賃金の支払い時に、生命保険
料等所得から控除される額を差し引いて、精算されます。これが「年末調整」と言わ
れるものです。

 ②住民税　
　住民税の種類（次の２種類）
　①「県民税」と呼ばれる県に納める税金
　②「市（又は町、村）民税」と呼ばれる市町村に納める税金

　住民税は前年の所得が課税対象となっていますから、学校を卒業してはじめて働い
た方は、働いた年の翌年６月から「給料引き」の対象となります。
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③退職・解雇について
●退職
　退職とは、労働者自身の意思や事業主との合意に基づいて労働契約を終了させるこ
とをいいます。
　退職の種類には、次のようなものがあります。
　　＊任 意 退 職………労働者の意思に基づくもの（自己都合退職）
　　＊合 意 退 職………労働者と使用者が合意したもの
　　＊その他の退職………労働者の死亡、定年、契約期間の満了等によるもの
　なお、任意退職する場合は、就業規則などで退職手続きを決めている会社がほとん
どですからよく確認しましょう。

●解雇
　解雇とは、会社（使用者）の意思による一方的な労働契約の解除のことです。
　しかし、使用者は解雇を自由勝手にできるものではなく、法律では次のとおり規定
されています。

　解雇は、どんな場合であっても、それが客観的に合理的な理由があり、一般的
にみて妥当であると認められるような場合でなければ行うことができません！

【労働契約法　第16条（解雇権の濫
らん

用
よう

）】
　解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合は、その権利を濫用した（一定の基準や限度を超えてむやみに使った）もの
として、無効とする。

解雇の制限

［解雇予告］
　会社は労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前にその旨を予告す
るか30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。

【労働基準法第20条】
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　退職、解雇についてはいろいろと複雑な問題が絡んでくることがあります。
　後々のトラブルを防止するためにも、決して早急に結論は出さず、まず、家
族の方や職場の先輩、仲間又は相談機関（P.39）などに相談しましょう！

　次の理由での解雇等は法律で禁止されています。
＊仕事上のけがや病気、産前産後休暇期間及びその復帰後30日以内の解雇

【労働基準法第19条】

＊国籍、社会的身分、信条を理由とする解雇 【労働基準法第３条】

＊使用者の法令違反の事実を労働基準監督署に訴えたことを理由とする解雇
【労働基準法第104条第２項】

＊労働組合に入ったり活動したことを理由とする解雇 【労働組合法第7条第１項】

＊女性労働者の結婚・妊娠・出産、女性労働者の母性保護の制度や母性健康管理の
　措置の申出や取得、男女労働者の育児休業等の申出や取得などを理由とする解雇や

不利益取扱い
【男女雇用機会均等法第９条、育児・介護休業法第10条・16条の４・16条の10・

18条の２・20条の２・21条第２項・23条の２】

＊男女労働者の介護休業等の申出や取得などを理由とする解雇や不利益取扱い
【育児・介護休業法第16条・16条の７・16条の10・18条の２・20条の２・23条の２】
＊短時間・有期雇用労働者の通常の労働者との間の賃金の決定方法等の説明を求めた

ことを理由とする解雇や不利益取扱い
【パートタイム・有期雇用労働法第14条第３項】

＊労働者が個別労働紛争等の援助を求めたことを理由とする解雇や不利益取扱い
【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条、男女雇用機会均等法第17条・18
条、育児・介護休業法第52条の４・52条の５、パートタイム・有期雇用労働法第24条第2

項・25条第2 項、労働施策総合推進法第30条の5・30条の６】

＊内部告発を理由とする解雇 【公益通報者保護法第３条】
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●雇
やとい

止
ど

め
　あらかじめ労働者と使用者との間で合意した雇用期間が満了したときに、契約を更
新せずに終了させることをいいます。
　契約である以上、期間満了により契約が終了するのが原則ですが、次のような条件
が定められています。

〔雇止めをする場合の条件〕
①　雇止めの予告
　使用者は、有期契約労働者を
　　ア　３回以上労働契約を更新している場合
　　イ　１年以下の契約期間が反復更新され、最初の契約から継続して通算１年を超

えている場合
　　ウ　１年を超えて継続雇用している場合
には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにその予告をすること。
②　雇止めの理由の明示
　使用者は、雇止めの予告後、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合
は、速やかに交付すること。（雇止め後に労働者から請求された場合も同様です。）
③　雇止めが無効となる場合
　反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないという場合
や、雇用の継続を期待することが合理的と考えられる場合、客観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当であると認められないとき、雇止めは認められません。

　学生のアルバイトは本分である学業との適切な両立を図ることが大切です。し
かしながら近年、企業が過酷な条件で学生を働かせる「ブラックバイト」が社会
的に大きな問題となっています。
　トラブルに巻き込まれないためには、アルバイトを始める前に労働条件通知書
（P.10）などの書面をもらい保存しておくことが重要です。
　困ったときには、一人で悩まず「困ったときの相談窓口」（P.39）へ相談して
みましょう。

アルバイトをめぐるトラブルについて
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区　　 分
正社員

（フルタイム・
無期雇用労働）

契約社員

（有期雇用労働）
パート社員

（パートタイム労働） 派遣労働者
請負

（個人で仕事を
請け負う場合）

収入形態 賃　　　金　（給　与） 請け負った仕
事ごとの報酬

労働条件

一般的に、フ
ルタイムで勤
務し、月給制
が多く、定期
昇給があり、
ボーナスや退
職金等も支払
われることが
多い。

月給制あるい
は日給制とな
るケースが比
較的多い。ま
た、フルタイ
ムでの勤務が
比較的多い。

同一事業主に雇
用される通常の
労働者よりも所
定労働時間が短
い。
一般的に時間あ
たりの賃金（時
間給）となるこ
とが多い。

派遣の形態に
よりさまざま。

自営業となる
ため労働条件
はない。

雇用期間

期間の定めが
なく、定年ま
で雇われるこ
とが多い。

期間が定めら
れている。

期間が定めら
れていること
が多い。

期間が定めら
れていること
が多い。（雇用
期間と派遣期
間は違う場合
があります。）

●働き方のちがい

●働き方が変わるテレワーク
　 テレワーク＝tele（離れた場所）とwork（働く）を組み合わせた造語

　PCやスマホなどのICT（情報通信技術）を使って、職場から離れた場所（自宅、
移動中など）であっても職場にいるのと変わりなく仕事をする働き方。

・自分で時間の管理をしなければならない

・情報漏洩の危険性

・コミュニケーション不足になりやすい

・通勤時間短縮

・自分の時間がより多く持てる

・居住地に関係なく仕事ができる
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①いろいろな働き方
　これまでの社会では、最初に就職したら一つの会社で
正社員として定年まで働く「終身雇用」のスタイルが一
般的と思われてきました。しかし、社会経済情勢やライ
フスタイルの変化に伴い働き方の幅は広がっています。
自分らしいワーク・ライフ・バランス（P.38参照）を考え、
充実した生活を送ることが大切です。

田
舎
で
も

　本
社
勤
務
の
チ
ャ
ン
ス
来
た

いきいきと働くためにいきいきと働くために
ステップ3


